
- 4 -

�������� � � � � � � � ������������������

�������

��������������

　準備会などと同じように、関係市町村２つ
以上で組織する事務や業務を行う組織です。

　合併を行おうとする市町村が、合併をする
こと自体の賛成と反対も含めて合併に関する
あらゆる項目の協議を行う組織です。

位 置 付 け

　関係市町村の話し合いにより任意に設置す
ることができます。法定合併協議会で何を話
し合うかを事前に検討する場として設置する
場合もあります。

　法律（地方自治法及び市町村の合併の特例
に関する法律）に基づき、設置されます。

設 置

　議会の議決、告示及び知事への届け出は必
要ありません。

※任意合併協議会は役割や位置付けなどについ
　て、はっきりした決まりはありません。
　役割においても「法定合併協議会」とのはっき
　りした区分もなく、関係市町村の話し合いに
　より、取扱う項目や内容なども違ってきます。

　協議会の設置及び廃止には、関係市町村の
議会の議決、告示及び知事への届け出が必要
となります。

設置及び廃
止の手続き

　協議会は会長と委員で構成され、合併関係
市町村の議員、長、その他の職員、学識経験者
から選ぶことになっています。

組 織

　法律により「市町村建設計画の作成」と「そ
の他市町村の合併に関する協議」の２つが規
定されています。

役割（任務）

①合併に関する基本的事項（合併の方式、時期、
　町の名称など）
②合併特例法に規定されている事項（市町村
　建設計画、議会の議員の任期及び定数など）
③その他の必要事項（特別職の身分の取扱い、
　条例、規則の取扱いなど）
④市町村相互に協議することが適当な事項

※協議決定された事項に法的効果を持たせる
　ためには、関係市町村の議会で議決が必要
　となります。

協議を必要
とする項目
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（15.12.12現在）
全国道内区　　　分
59236地 域 数

全 体 2,261127市 町 村 数
71.259.9設置率(%)
4539地 域 数

法 定

協議会
1,76134市 町 村 数
55.416.0設置率(%)
13927地 域 数

任 意

協議会
50093市 町 村 数
15.743.9設置率(%)

※留萌管内では、留萌南部三市町任意
合併協議会（留萌市、増毛町、小平町）が
平成15年10月1日に設置されています。


